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公益法人の役員報酬規程の開示について

公務員制度改革大綱に基づく措置について（平成１４年３月２９日公益法人等

の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）

２．各府省は、国から補助金等を受けている等の公益法人（国から補助金・委託

費等の交付を受けている所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事

務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人をいう。）に対し、以下

のとおり指導する。

( ) 役員の報酬・退職金に関する規程を定めること。1
( ) ( )の規程について、主たる事務所に備えて置き、一般の閲覧に供する2 1
とともに、インターネットにより公開すること。

また、各府省においては、( )の規程を備えて置き、これについて閲覧の請1
求があった場合には、これを閲覧させるものとするとともに、各府省のホーム

ページに掲載する。

「公益法人制度改革に関する有識者会議」報告書（平成１６年１１月１９日）

３．公益性を取り扱う仕組みのあり方

( )判断要件のあり方2
③規律

イ 役員報酬等

、役員報酬等が法人の資産・収入の状況から見てあまりに多額になると

、 、公益性を有する法人として不適切な利益配分となるおそれがあり かつ

公益的事業を圧迫する可能性があることから、役員報酬等が不当に高額

なものであることは適当ではない。

しかしながら、適切な役員報酬等について、すべての公益性を有する

法人に対し一律の基準を設けることは困難であり、法人運営に必要な有

、 、能な人材を確保する観点からも 適切な役員報酬等のあり方については

公益性を有する法人の自律性を尊重することが望ましいと考えられ、役

員報酬等については、例えば、役員に対する報酬等の支給基準の開示を

求めるなど、国民一般に対する情報開示を通じた社会監視の対象とする

ことが適当である。









（参考）

役員報酬の実態

１．公益法人の役員報酬

有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

国 所 管

都道府県所管 合 計

内厚労省所管

7,143 1,267 19,217 26,183法人数

2,867 437 13,020 15,802有給役員なし

683 129 2,579 3,257400万円未満

1,399 330 2,414 3,745400万円以上800万円未満

1,031 215 852 1,872800万円以上1,200万円未満

737 98 251 9811,200万円以上1,600万円未満

350 48 51 4001,600万円以上2,000万円未満

76 10 50 1262,000万円以上

（平成１４年度公益法人に関する年次報告（総務省）より）

２．独立行政法人の役員報酬

平成１５年度 独立行政法人の役員の平均年間報酬

法人の長 理 事 監 事

1,842万円 1,596万円 1,401万円常勤役員の年間報酬（平均）

（総務省「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準（平成１５年度）の公表」より）


